
各課からのお知らせ

9小城市報さくら

　

平
成　

年
度
の
保
険
料
は
、
月

２２

額
１
５
、
１
０
０
円
で
す
。

　

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経
済

的
に
困
難
な
場
合
に
は
、
申
請
に

よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
を
免
除
さ

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

 

①
免
除
申
請

　

保
険
料
の
納
付
が
全
額
免
除
、

ま
た
は
半
額
免
除
な
ど
の
一
部
免

除
（
一
部
納
付
）
と
な
り
ま
す
。

◆
対
象
者
…
本
人
、
配
偶
者
、
世

帯
主
の
前
年
度
所
得
が
一
定
額

以
下

※
一
部
免
除
さ
れ
た
方
に
つ
い
て

は
、
一
部
納
付
額
を
未
納
さ
れ
る

と
、
一
部
免
除
も
無
効
（
未
納
と

同
じ
）
に
な
り
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

保
険
料
の
納
付
期
間
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

◆
対
象
者
…　

歳
未
満
の
方
で
、

３０

本
人
、
配
偶
者
の
前
年
度
所
得

が
一
定
額
以
下

③
学
生
納
付
特
例
申
請

　

保
険
料
の
納
付
期
間
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。

◆
対
象
者
…
学
生
の
方
で
本
人
の

前
年
度
所
得
が
一
定
額
以
下

　

学
生
証
の
写
し
、
ま
た
は
、
在

学
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

退
職
（
失
業
）
時
の
特
例
免
除

制
度

　

免
除
申
請
す
る
年
度
ま
た
は
そ

の
前
年
度
に
退
職
（
失
業
）
し
た

方
は
、
特
例
免
除
制
度
を
利
用
で

き
ま
す
。
こ
の
特
例
免
除
で
は
、

通
常
は
審
査
の
対
象
と
な
る
ご
本

人
の
所
得
状
況
を
除
外
し
て
審
査

が
行
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
配
偶

者
、
世
帯
主
に
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
と
き
は
免
除
が
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
退
職
に
は
自
己
都
合
退
職
も
含

ま
れ
ま
す
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
認
め
印

・
離
職
票
や
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
な
ど
、
失
業
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の

証
明
書

被
扶
養
配
偶
者
の
方

　

厚
生
年
金
加
入
者
の　

歳
以
上

２０

　

歳
未
満
の
被
扶
養
配
偶
者
の
方

６０は
、
配
偶
者
の
退
職
（
失
業
）
に

よ
っ
て
、
国
民
年
金
の
種
別
が
第

３
号
被
保
険
者
か
ら
第
１
号
被
保

険
者
に
変
わ
り
、
保
険
料
の
納
付

義
務
が
生
じ
ま
す
。

　

こ
の
被
扶
養
配
偶
者
だ
っ
た
方

も
、
配
偶
者
の
方
が
退
職
（
失
業
）

時
の
特
例
免
除
に
該
当
す
れ
ば
、

免
除
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

免
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

◎
免
除
制
度
を
利
用
す
る
と
、

保
険
料
を
納
め
な
く
と
も
、

免
除
さ
れ
た
期
間
は
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

●
老
齢
基
礎
年
金
・
老
齢
厚

生
年
金
の
受
給
資
格
期
間

の　

年
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

２５

●
老
齢
基
礎
年
金
の
２
分
の

１
の
年
金
額
が
保
障
さ
れ

ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年

金
の
受
給
資
格
期
間
に
算

入
さ
れ
ま
す
。

◎
全
て
の
免
除
申
請
の
手
続

き
場
所

・
各
庁
舎
総
合
窓
口

・
国
保
年
金
課（
小
城
庁
舎
）

国民年金保険料の免除制度を
ご存知ですか？
【問合せ】国保年金課（小城庁舎）　
　　　　　担当　古川　☎７３―８８０２


